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令和７年度大阪府一般任期付職員採用選考 

【府民文化部理事（都市魅力担当）】 

≪インターネットによる受付期間 ≫ ※原則インターネット申込みです。 

令和７年 12月 19日（金曜日）から令和８年１月９日（金曜日）午後６時まで 

 

令和７年 12月 19日 

大 阪 府 

 

１ 公募の目的 

庁内、庁外を問わず幅広く人材を募集することで、そのポストに最もふさわしく、より優秀かつ意欲の高い

人材を配置することを目的として、公募を実施します。 

 

２ 募集する職等 

採用予定人員：１名（部長級） 

ポスト名 主な職務内容 主な課題 勤務先予定 

府民文化部理事 

（都市魅力担当） 

○大阪府・大阪市で策定した

「Beyond EXPO 2025 骨子（案）」

関連事業の実現等、万博後の大阪

の成長に向けた事業の推進 

○万博とのシナジー効果を発揮

し、大阪府と大阪市が一体となり

大阪全体の多彩な都市魅力の創

出・発信 

 

 

○万博のレガシーを継承した持続的

な成長・発展に向けたさらなる都市

魅力（歴史・文化芸術・スポーツ・

エンタメ等）の磨き上げ 

○観光客が集中するオーバーツーリ

ズム対策 

○観光消費拡大、地域経済への波及に

向けた府内周遊の展開・促進 

 

 

ほか 

○大阪市内 

 ※ 所管する事務や職務内容の詳細については、大阪府ホームページ等をご参照ください。 

＜部の概要＞  

https://www.pref.osaka.lg.jp/soshikikarasagasu/bu_seikatsubunka/index.html 

＜部局運営方針＞ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020040/kikaku_keikaku/bukyokuuneihoushin/index.html 

※ 選考の結果、合格者のない場合があります。 

 

３ 求める人物像 

○ 都市魅力の創出・発信、観光関連施策の行政全般において精通した知見・ノウハウを持つ方 

○ 施策の実現に向けて戦略的かつ精力的に自ら行動できる方 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/soshikikarasagasu/bu_seikatsubunka/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020040/kikaku_keikaku/bukyokuuneihoushin/index.html
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４ 応募資格 

○ 次の（１）（２）のすべての要件を満たす人が応募できます。 

（１）民間企業・国・地方公共団体等において管理職などの組織マネジメント経験のある人 

※大阪府職員（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく退職派遣者等、大阪

府を退職し団体等へ派遣されている人を含み、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律

に基づき採用された職員を除く。以下同じ。）は次長級２年以上の経験者（当該年度末時点） 

※過去に大阪府職員であった人（在職年数が 20 年以上の人）については、次長級以上の経験者 

（２）次のいずれにも該当しない人 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・大阪府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

・日本国籍を有しない人 

 ・平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするもの

以外） 

 

５ 身分 

○ 一般職の任期付職員（地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（以下、「任期付法」 

という。）第３条第２項に基づく一般任期付職員（以下、「一般任期付職員」という。）） 

※ ただし、大阪府職員が任用される場合は、以下のとおりです。 

  ・令和８年３月 31日時点で満 57歳以下の人：現在の身分を継続 

  ・令和８年３月 31日時点で満 58歳以上の人：一般任期付職員 

 

６ 任用期間 

○ 一般任期付職員として任用された場合：原則として令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

※任期は 1 年ごとに更新しますが、適格性に問題がなければ、令和 8 年 4 月 1 日から向こう 3 年間を基本

とします。 

※任期を通じて勤務実績が特に優秀で、引き続き高いパフォーマンスを発揮できると認められる人につい

ては、５年を超えない期間で任期を更新する場合があります。 

※勤務成績の不良や適格性の欠如が認められるときは、他の職への異動や分限処分（降任・免職）がなさ

れることがあります。 

○ 大阪府職員が現在の身分を継続して任用された場合：大阪府の定期人事異動方針によります。 

※勤務成績の不良や適格性の欠如が認められるときは、他の職への異動や分限処分（降任・免職）がなさ

れることがあります。 

 

７ 勤務条件等 

○ 給与                 令和７年４月現在（令和７年１２月人事勧告反映後） 

職 名 年収（税込） 

府民文化部理事（都市魅力担当） １，３２５万円程度  

※上記の金額には、地域手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当を含みます。 

※勤勉手当（６月、12 月支給）は、勤務成績・期間に応じた支給となります。 

（採用初年度６月期の期末勤勉手当は在職実態に応じ支給します。） 
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○ 服務 

・任用期間中は、営利企業等への従事制限など、地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。 

・大阪府職員以外の人が採用となる場合は、現在の勤務先を退職していただく必要があります。 

※本府を離職後、大阪府職員基本条例第 32 条第１項各号及び第２項に掲げる法人その他の団体（下記参

照）には、再就職することはできません（離職後 10 年を経過し、又は年齢が 70 年を超える者を除く）。

ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じない

と認めて承認する場合等は除きます。その他、再就職の届出等の規制があります。 

詳しくは、こちら（大阪府ホームページ参照：https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/taisyokukanri/index.html）

をご覧ください。 

 

  ＊再就職禁止法人とは 

①指定出資法人 

②職員を派遣している団体 

③指定出資法人の子法人等 

④府が財政的援助をしている法人 

⑤離職前５年間に行政上の処分（許認可等）に関する事務に職務として携わった法人（離職後２年間） 

 

○ 勤務時間 

原則として午前９時から午後５時 30分又は午前９時 30分から午後６時まで(午後０時 15分から午後

１時まで休憩時間)となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休みとなります。 

 

○ 休暇 

年次休暇（年間 20 日、残日数は 20 日を限度として翌年に繰越します。ただし、採用の年は、４月１

日採用の場合で、年末までの間に 15日となります。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏期・結婚・出

産等）、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇があります。 

     

※身分、勤務条件等については、条例改正等により変更する場合があります。 

 

８ 選考方法  

 選考方法 選考日時 

第１次 

選考 
書類審査 

選考申込情報及び提出された論文に基づき、職務に対

する適性、能力、意欲等について審査します。 

なお、応募者全員に選考結果を、合格者に第２次選考

の日時・選考会場を通知（郵送）します。 

― 

第 2次

選考 
個別面接 

職務に対する適性、能力、意欲等について個別面接を

実施します。 

なお、第２次選考受験者全員に選考結果を通知（郵送）

します。 

令和８年１月下旬

の１日（平日）を

予定 

※第２次選考の会場は、大阪府大手前庁舎周辺又は咲洲庁舎を予定しています。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/taisyokukanri/index.html
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９ 論文作成要領 

  第１次選考の受験にあたり提出いただく論文は以下のとおりです。 

  提出方法については「10 申込方法」を確認してください。 

○ 課題 

「『Beyond EXPO 2025骨子（案）』をふまえた府民文化部における事業の推進に向けた具体策について」 

 ※これまでに身に付けてきた専門知識や経験をどのように生かし、また実現しようと考えている 

かを含めて作成してください。 

     ※参考：以下の資料をご参照ください。 

第 17回副首都推進本部（大阪府市）会議 （開催日：令和７年９月 12日） 

会議資料【資料 2】Beyond EXPO 2025～万博後の大阪の未来に向けて～骨子（案） 

 （https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/116402/17kaishiryou2.pdf） 

 

○ 字数等 

・2,000字程度（Ａ４用紙、横書き）。日本語で作成され、未発表の物に限ります。 

・論文の始めに「タイトル」「受験者の氏名」を記入してください。 

 

10 申込方法 

受 付 期 間 令和７年 12 月 19日（金曜日）から 令和８年１月９日（金曜日）午後６時まで 

申 込 方 法 

・インターネットにより申込みを受付けします。 

・「大阪府職員採用選考案内ホームページ」から「令和７年度大阪府一般任期付職員採用

選考【府民文化部理事（都市魅力担当）】」を選択し、『インターネットでの受験申込み』

より申込者ＩＤを取得のうえ、必要事項の入力と以下の提出書類をアップロードしてく

ださい。 

 

≪令和７年度 大阪府一般任期付職員採用選考【府民文化部理事（都市魅力担当）】ホー

ムページ≫ 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/r7_ninki_fuminbunka.html） 

提 出 書 類 

◆論文 

上記９の要領により作成した論文をアップロードしてください。 

◆ご自身の写真 

上半身、脱帽、正面向で半年以内に撮影した写真を jpeg形式でアップロードし 

てください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/116402/17kaishiryou2.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/r7_ninki_fuminbunka.html
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11 合格者の発表 

○ 合否に関わらず有効受験者全員に郵送で通知します。 

※また、第２次選考については、合格者の受験番号を 

≪令和７年度 大阪府一般任期付職員採用選考【府民文化部理事（都市魅力担当）】 

ホームページ≫ 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/r7_ninki_ fuminbunka.html）に掲載する予定

です。 

 

第 １ 次 選 考 令和８年１月 23日（金曜日）【予定】 

※ただし、申込者多数の場合は変更の可能性があります。 

詳しくは府ホームページで確認してください。 

第 ２ 次 選 考 令和８年１月下旬【予定】 

※第１次選考の結果について 

上記のとおり、第１次選考終了後、合否に関わらず結果を通知します。結果通知が、令和８年１月

28日（水曜日）までに届かない場合は、「ピピっとライン」（06-6910-8001）までお問い合わせくだ

さい。 

 

12 その他 

○受験上の配慮（車椅子の使用等）が必要な場合は、必ず申込時に「受験上の配慮を要する事項の有無」

の項目で「有」を選択してください。 

○採用選考の受験に際して入力又は提出された情報や採用選考の結果に関する情報は、大阪府職員採用事

務の円滑な遂行、試験結果の分析、今後の効率的・効果的な募集活動の実施のために用い、それ以外の

目的には使用しません。 

また、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に管理します。 

○提出された書類については返却いたしません。 

○第１次選考で提出された論文の著作権は大阪府に帰属します。 

○応募資格がない、申込受付フォームに入力された情報若しくは提出書類の記載内容が正しくないことが

判明した場合は、合格を取消すことがあります。 

○大阪府職員以外の最終合格者については、就任後、スムーズに業務に従事し、能力を最大限に発揮でき

るよう、採用前に職務等についての事前説明を行います。なお、事前説明にかかる旅費（交通費）等に

ついては、自己負担となります。 

○任期満了にあたり、現に任用しているポストとは異なる公募ポストに応募することができます。 

○最終合格者については、大阪府一般任期付職員採用選考申込書の記載内容について関係先に照会しま 

す。 

 

 
【お問合せ先】  
 

○ 府民お問合せセンター「ピピっとライン」 ０６－６９１０－８００１ 
 

（平日午前９時～午後６時  土日祝日、年末年始休み） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040030/jinji/senkou/r7_ninki_%20fuminbunka.html

